「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」に関する誓約書

申請団体ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）は、NPO法人キリンこども応援団（以下「乙」という。）が実施する「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」（以下「本事業」という。）に関し、関係法令、助成要領、その他乙の定める規程を遵守する義務を負うことを認識し、助成申請、助成金の受領及び本事業の実施に関し、以下の事項について誓約する。

第1条（事業の適格性）

１．甲は、本事業が以下のいずれにも該当しないこと。
(1) 法令又は公序良俗に反する活動
(2) 営利を目的とする活動又は特定の利害関係者のみを対象とした事業
(3) 個人的活動又は趣味的活動
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする活動

２．甲は、本事業の目的及び対象に沿って適切に事業を実施すること。

第2条（団体の適格性）

１．甲は、以下の各号のいずれにも該当しないこと。
(1) 宗教活動、政治活動(政策提言活動は除く。)を行う団体
　 ただし、甲が宗教活動とその他の事業を併せて行う場合には、本事業と明確に区分した　  経理処理を行うことができる場合は、その限りではない
(2) 特定の宗教の支持若しくは普及を目的とする団体
(3) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持又は反対する活動を行う団体
(4) その他法令又は公序良俗に違反する団体

２．暴力団その他の反社会的勢力との関係の排除については、別途提出する誓約書（こど　　も家庭庁「食事等支援事業」様式8）に基づき確認すること。

3． 甲は、乙が提出を求める自己申告書を適正に提出すること。

第3条（経理および書類保管）

1．甲は、本事業に係る収支について、他の事業と明確に区分して経理処理を行うととも　 に、資金管理に使用する銀行口座は団体として適正に管理される口座とし、個人名義そ　  の他本事業と明確に区別されない口座を使用しないこと。
2．営利法人（株式会社等）の場合においても、前項の措置を講じ、本事業が非営利目  　       　  的で実施されることを担保すること。
3．甲は、本事業に係る収入及び支出を明確にした帳簿及び証拠書類を整備すること。
4．前項の書類に加え、助成交付契約書又は申請書(様式類)は、事業完了(事業の中止また　  は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度終了後5年間保管す　  ること。

第4条（事業変更等）

1．甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前に乙の承認を得ること。
(1) 本事業の中止又は廃止
(2) 主要な経費配分の著しい変更
(3) 本条に列挙する事象以外に、事業内容の重要な変更(軽微な変更を除く。)

　 

第5条（報告・連携義務）

1．甲は、事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合(破産手  　続き開始の決定及び事業の休止の場合を含む。)には、速やかに乙へ報告し、その指示に　従うこと。
2．甲は、乙との連携のもとで事業を実施し、乙が実施する研修会、講習会その他必要な　 機会に可能な限り参加すること。


第6条（助成金の管理）

1．甲は、助成金を適正に管理し、目的外に使用しないこと。
2．不正受給又は目的外使用が認められた場合、甲は助成金の返還義務を負うこと。

第7条（遵守事項）

1．甲は、以下を遵守すること。
(1) 本誓約書
(2) 本事業の助成要領その他乙の定める規程

第8条（実施体制）　

1．甲は、本事業について、少なくとも2名の担当者を定めること。
2．前項の担当者は、申請内容及び事業内容について十分に理解している者とすること。


第9条（交付決定の取消し等）

1.　乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当する場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請内容に虚偽があった場合
(2) 本誓約に違反し、乙が相当期間を定めて催告したにも関わらず是正されない場合
(3) 事業の適正な実施が困難であると乙が判断した場合
(4)社員総会、株主総会その他の意思決定機関の構成、役員の変動、経営者の変更等によ　　 り、甲の実質的支配関係が変化し、本助成金の交付決定時点における甲との同一性に重　 大な変更が生じたと乙が判断した場

2．乙が前項に基づき本助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、す　 でに甲に対して本助成金を交付しているときは、乙は甲に対し、期限を定めてその取り　  消した部分の本助成金の返還を求めるものとする。
3．甲は、前項の請求を受けた場合、指定期限までに返還するものとする。
4．前三項に定める措置は、乙の甲に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

第10条（広報）
甲は、本事業に関する広報において乙の名称又はロゴを使用する場合、事前に乙の承諾を得るものとする。

日付：クリックまたはタップして日付を入力してください。
申請団体名(甲)：ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。
法人代表者名：ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。
住所：ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。
